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1 . はじめに 

イギリスでは、 1989 年に初めて国家の 教育の基準となるナショナル・カリキュラムが 制定された。 

その前提となっている 1988 年教育改革法第 1 項には、 学校の役割が 記されている。 すな ね ち、 「学校 

は 、 生徒の精神的、 道徳的、 文化的、 心理的、 そして身体的な 発達を推進し、 大人としての 生活に 

向けた機会と 責任、 経験のための 準備となる、 広範にわたったバランスのとれたカリキュラムを 与 

える法的な責任を 負っている」というものであ る。 この条項を背景として、 子どもの人格自 り ・社会的 

な発達を促す 領域であ る PSE(Personal,SocialEducation) がクロス・カリキュラムの 領域として、 

位置づけられた。 

その後改定された 1996 年教育法と 1999 年のナショナル・カリキュラムにおいて、 PSE は PSHE 

(Personal,SocialandHealthEducation) と名称を変え、 新たな位置づけを 得ることとなった。 

PSHE が包含する領域は、 自己理解・他者理解に 基づく人間関係や、 健康教育、 性教育、 薬物教育、 

ジェンダーや 民族に着目した 人権 教育、 安全教育、 市民教育、 というよ う に多岐にわたっており、 

宗教教育や道徳教育との 関連も見られる。 端的にい う ならば、 PSHE とは、 いかに生きるかという 

テーマに っ ながる価値観をともな う 学習を通して 子どもが自分自身を 見つめ、 自己理解と自己信頼 

を 獲得するとともに、 自分とは異なる 多様な他者を 尊重しコミュニケーション・スキルを 身につけ 

た市民となるための、 子どもの自己形成を 支援する教育と 見ることができる。 

しかし、 このような教育が 着目されるよ う になった背景には、 社会政策的な 意図があ った ( 柴沼・ 

浅井編著 200l, pp.185-198)o PSE から PSHE へと国家が規定するカリキュラムが 推移してきた 背 

是 には、 この学習領域に 対する政治的な 要請があ るものと考えられるのであ る。 その意味で、 PSHE 

が子どもの個人としての 自己形成を目的とした 教育だとしても、 当該社会の状況と 無関係ではあ り 

得ず、 むしろ積極的に 社会政策を推進するための 切り札として 導入されたと 考えることも 可能であ 

ろう。 

子どもの自己形成のプロセスに 政治が介入し、 人々の価値観を 一定の方向に 向けようとする 流れ 

は、 日本の家庭科教育の 歴史からも見て 取ることができる。 日本の家庭科教育の 歴史は、 家族の価 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

146 堀内 かおる 

値 、 ひいては女性と 男性のジェンダ 一関係をどのようにとらえるかということをめぐって、 国家が 

教育に介入し、 教育のあ り方を方向づけてきた 歴史であ る ( 堀内 2001, pp.26-30) 。 ジェンダ一関係 

のみならず、 家庭科の学習を 通して、 その時代に理想、 とされる国民の 生活モデルや 価値観が伝達さ 

れていたといえよ う 。 

PSHE がナショナル ，カリキュラムに 位置づけられた 経緯と現状について 把握することは、 イギリ 

スの 教育において「価値の 教育」がどのように 位置づけられ、 それがどのようにして、 「公教育」とい 

う場の中で行われているのかを 知ることになるであ ろう。 そのことはまた、 日本の家庭科をめぐる 

状況をとらえなおす 上でも参考になるものと 考える。 

PSHE の前身であ る PSE に関しては、 柴沼と新井らが 宗教教育の観点から 調査研究を実施し、 報 

音 としてまとめている ( 柴沼・新井編著 200lL 。 柴沼らの研究は、 PSE を日本に紹介したまとまっ 

た文献として 貴重なものであ り、 ナショナル・カリキュラムが 初めてイギリスに 導入されてから 1990 

年代の教育界における 子どもの人格的・ 社会的な発達を 促す教育の背景にあ る理論と実態を 明らか 

にした点からは、 大いに学ぶことができた。 しかし、 研究の目的が 宗教教育のあ り方に焦点化され 

ており、 PSE から得た知見を 日本の「心の 教育」への示唆として 受け止めるスタンスは、 「価値の教育」 

のもたらす可能性と 問題性を明らかにすることを 通して日本の 家庭科教育への 示唆を得ようと 考え 

る 、 筆者の本研究のねらいとは 異なっている。 

また、 磯崎 (1996) は、 イギリスのクロス・カリキュラムを 紹介する中で、 PSE についても取り 上げ、 

概説している。 磯崎の論文では、 PSE をクロス・カリキュラムを 実践するひとつのコースととらえ、 

イングランドの 中等学校の事例が 紹介されている。 この磯崎による 文献は、 学校のカリキュラムに 

おける PSE の位置づけを 明らかにし、 具体例を示しながら 解説している 点で、 この領域の研究に 先 

鞭をつけたものといえるだろう。 しかしながら、 柴沼らと同じく、 磯崎が論じているのも、 PSE 時 

代の カリキュラムであ り、 PSHE と名称が変わり、 ナショナル・カリキュラムに 一定の位置づけを 得 

た今日の状況に 至る以前のイギリスの 現状であ った。 

以上のことから、 これらの先行研究を 踏まえた上で、 新たに PSHE の現状を詳細に 分析・考察する 

必要性が認められるのであ る。 そこで本稿では、 PSHE に着目し、 その目的およびカリキュラムを 

検討するとともに、 「価値の教育」としての PSHE の意義と課題について 検討することにしたい。 

なお本稿は、 PSHE に関する一連の 論考の第 1 報に当たるものであ り、 PSHE の教育の推移と 現状 

ほ ついて概観することを 主たる目的としている。 PSHE が包含している 内容領域の中で、 特に日本 

の家庭科教育との 関連が深いと 考えられるジェンダ 一の視点に基づく 差異と共生の 教育、 健康教育、 

性教育、 および規準備性の 教育に関しては、 稿を改め詳細について 論じることにする。 

2. PSE から PSHE へ ～その歴史的考察 

(1) 1970 年代からナショナル・カリキュラム 施行 (1989 年 ) 以前までの状況 

PSE が学校の時間割上に 一定のまとまったコースとして 示されるよ う になったのは、 1970 年代の 

ことであ った (McLaughlin&Byers200l, pp.22-23) 。 このことは、 生徒の人格的・ 社会的な問題に 

対する、 学校と教師の 関わりについての 考え方の変化を 示していた。 すな む ち、 それまで教師はこ 

の 領域において、 むしろ生徒が 個別にもたらした 問題に対処していたが、 1970 年代に入って、 より 

教育的で予防的なアプローチがとられるようになり、 学校でのカリキュラム 開発やコースの 設定が 

見られるよ う になった。  
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こうして設定された PSK のコースは 、 多くの場合、 性教育 (sex education) や生活技術教育 

(li 俺 ， skills  education) 、 キャリア教育 (careers  education) 、 薬物教育 (drug  education) 、 そして 社 

全科教育を含んでいた。 これらの教育は、 外部団体によるものというよりはむしろ、 各学校の教師 

によって推進されていた。 これらのコースは、 青年期に直面する 主要な障害となる 事柄に対する 解 

快方法を取り 上げるものであ り、 たとえば、 「妊娠することについて」とか、 「薬物の誤用について 

の学習」というよ う に、 あ まりにも問題を 焦点化しすぎる 傾向があ る点は否めなかった。 また、 こ 

れらのコースは「トピックの 寄せ集め」となり、 首尾一貫性や 理論的解釈などは 乏しかった。 

さらに、 PSE をコースとしておくことについての 拒否反応があ った。 それは、 PSE の学習が他の 

カリキュラムから 切り離され、 教育の人格的・ 社会的な側面が 断片的な学習となってしまうことに 対 

する懸念だった。 また、 PSE のような「価値の 教育」を行うことに 対する議論も 生じていた。 

以上のように、 1970 年代から子どもの 人格的・社会的な 発達を促す教育を 学校教育の中に 位置づけ 

る 試みが始められていたけれども、 教育関係者の 総意を得るまでには 至っていなかった。 

(2) 1989 年ナショナル・カリキュラム 施行による影響 

1. で述べたとおり、 1988 年 教育改革法の 第 1 項に記された「大人としての 生活に向けた 機会と 貢 

任 、 経験のための 準備となる、 広範にわたったバランスの 取れたカリキュラムを 与える法的な 責任 

を負っている」という 学校の役割は、 1996 年に改定された 教育法にも引き 継がれ、 今日まで影響を 

及ぼし続けている。 その意味でこの 一文は、 学校教育における PSE の根拠となる 記述 と 見なされる 

ものであ る。 

しかし、 ナショナル・カリキュラムは「教科中心のカリキュラム」であ ったため、 PSE を十分に強調 

したものとはならなかった (McLaughlin&ByerS 200l, p.23L 。 教科の分化が 進められ、 教え込み 

が強化されたのであ る。 PSE はナショナル・カリキュラムとしては 規定されず、 主としてクロス・ カ 

リキュラ一領域を 担 う ものとして位置づけられた (NCC lgg0L 。 子どもの人格的・ 社会的発達は 学校 

全体の教育方針に 従って折に触れて 取り上げられなければならないとされ、 中等教育段階では PSE 

の コースを特設してカリキュラムに 位置づけることが 勧められていた (NCC l989L 。 

クロス・カリキュラー・テーマとしては、 「経済と産業についての 理解」「キャリア 教育とガイダン 

ス 」「環境教育」「健康教育」「市民教育 ( 個人、 家族、 地域、 国家、 ヨーロッパ と 国際社会、 法的・ 

政治的範囲を 含む ) 」の 5 つが示された。 これらのテーマは、 必修教科の中にも 含まれるものであ る 

けれども、 前述した教育改革法第 1 項で提起されている 学校の役割に 鑑み、 クロス・カリキュラムの 

領域として学校教育の 中により広く 浸透させることが 求められていた。 

PSE コースの学習方法として 挙げられていたのは、 次の 4 点であ る。 す な れ ち 、 「個人、 他者およ 

びより広い世界の 人々との人間関係に 影響する価値と 信念について 探求する」、 「生徒たちが 現在の 

生活に対処し、 大人になったときの 仕事と生活に 向けた準備をするための 手助けとなる 学習をする」、 

「実践的活動、 意思決定、 経験を通した 学習、 そして学校と 広い世界との 密接な関連を 促すことを 

強調する」、 「スキルの発達を 促すことに関連した 方法が与えられる」ということであ った (NCC 

1989)  o 

しかしながら、 1988 年教育改革法においてナショナル・カリキュラムとともに 導入された評価シス 

テム (National Asse ㏄ ment System) によって、 コア教科とされた 英語、 数学、 理科の 3 教科が優先 

的な処遇を得ることとなった。 そしてまた、 教育システムの 変化は現場の 教師たちに対する 管理を 
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強め、 労働過剰をもたらし、 教師たちは多くのストレスと 不安を抱えることになった。 その結果、 

PSE のような人格的，社会的な 発達に関わる 内容は、 ナショナル・カリキュラムの 優先順位から 閉め 

出された。 また、 個別性の高い 教科学習と人格的・ 社会的な学習課題を 関連づけて扱 う ことが困難で 

あ ったために、 PSE と教科の連携をとり 学校全体で取り 組むという構想、 (Whole.school approach) 

は 、 あ まり成果を上げることができなかった (Watkinsl999, p.76) 。 このようにして、 学校におけ 

る PSE はその地位が 弱体化し、 この分野の教育は 外部の団体に 取って代わって 行った (McLaughlin 

&Byers 2001 ， p ， 24)o 

(3) 1992 年教育法改定の 影響 

1992 年の教育法改定によって、 教育水準局 (O 伍 ce ぬ rStandardsinEducation:o 侭 ted) による査 

察が導入された。 このことは、 中央集権 的な学びの質のコントロール・システムが 導入されたことを 

意味する。 その結果、 学校には、 学習の動機づけよりも 結果を出すことが 求められるよ う になった 

(Watkins l999, p.75L 。 

結局、 PSE はカリキュラム 上においてその 地位を確立することに 失敗し、 基礎教科をはじめとす 

る他の教科教育が 幅を利かせる 中で、 デイスカッションのためのテーマとしてカリキュラムの 残余 

部分を占めるような 状況になっていた (Wittyetal. 1994, p.179L 。 

ところで、 教育水準局による 中等教育に対する 1993 年から 1997 年までの査察結果が、 1998 年に公 

表されている (O 億 ted l998) 。 この報告書によると、 ほとんどの中等学校のキーステージ 3 および 4 

において、 PSE がカリキュラム 上に位置づけられていたという。 しかしその取り 扱い方は広範にわ 

たっており、 PSE コースとして 特設して位置づけていたり、 個別指導であ ったり、 ナショナル・カリ 

キュラムに位置づけられている 教科の指導として 行われていたほか、 生徒会活動やカリキュラム 外 

の活動、 宿泊体験学習などが 含まれていた。 PSE はその重要性が 認められていたにもかかわらず、 

学習指導は不十分な 状況で、 カリキュラムにおける PSK の地位は低かったことが 指摘されている。 
  

(4) 1996 年教育法改定の 影響 

1999 年のナショナル・カリキュラムの 改定に先立ち 定められた 1996 年教育法では、 その 351 項にお 

いて、 学校の役割として、 バランスのとれた 広範にわたるカリキュラムに 対する要請に 応じなけれ 

 
 

  

  

  
  

  

ばならない、 とされ、 カリキュラムは、 具体的には次の 二つの観点、 す な れ ち 、 第一点として「学 

校において生徒の 精神的、 道徳目り、 文化的、 心理的、 身体的発達を 推進するようなものであ ること」、 

第二点として「学校で、 生徒に対し、 大人の生活に 向けた機会と 責任、 そして経験を 用意すること」 

という条件をふまえたものであ ることが指摘された。 この条項が、 学校教育に PSHE を位置づける 

根拠となり、 ナショナル・カリキュラムへの 正式の導入に 向けて、 検討が始められた。 

3  .  PSHE(Personal,Socia@and  Health  三 ducation) のナショナル・カリキュラム 導入 ま   

での経緯 

  

  

(l) PASSPORT プロジェクト 
  

1997 年末には、 政府の外郭団体であ る CalousteGulbekian 財団によって 取り組まれた PASSPORT     

プロジェクトの 報告書が提出された (Jenks&Plantl998) 。 この報告書は、 PSHE の全身であ る PSE 

の概要をまとめたものとして、 その後の多くの PSHE 関連文書の中で 引用されているものであ る。 
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本書の中で、 このプロジェクトは 学校が生徒の 人格的・社会的発達を 推進するための 義務を負 う とい 

う観点に立った 取り組みの第一歩であ ると位置づけられ、 教師に対して PSE の包括的で構造的な 枠 

組みを示すことが、 PASSPORT プロジェクトの 目的と記されている (ibid.p. 卸 。 また、 報告書には、 

学校の教育活動全体を 通して学習するというホール・カリキュラムのコンセプトが 提起されている。 

目指すべき学習成果はキーステージごとの 一覧表としてまとめられ、 子どもたちに 促したい 8 つの 

観点からなる 発達の側面について、 スキル (skill) 、 知識と理解 (knowledgeandunderstanding) 、 

態度と価値 (attitudeandvalues) の 3 つぼ分類された 達成目標となる 事柄が示されている。 8 つの観 

点とは、 「 1. 自分自身に気づき、 肯定的な自尊感情と 自己信頼を発達させる」「 2. 健康的な生活様 

式を発達させる」「 3. 安全を保っ」「 4. 効果的で満足できる 人間関係を発達させる」「 5. 人々の 

差異を尊重することを 学ぶ」「 6. 自立と責任感を 発達させる」「 7. 社会の一員としての 行動的な 

役割を果たす」「 8. 能力を最大限に 発揮する」というものであ る。 

同報告書では、 PSE を担当する教師の 役割を「ファシリテーター」として 位置づけ、 子どもたちへ 

の 支援に向けて、 注意深く計画をたてて 準備をし、 効果的な学習の 組織づくりとバループ 運営をす 

ることが求められると 指摘している (ibid. p.34L 。 

(2) 諮問委員会の 報告 

1998 年には、 学校水準局の 国務大臣であ るエステル・モリス (Estell Morris) と公衆健康大臣であ 

るテソサ ・ジョ エ ル (Tessa  Jowe Ⅲによって、 PSHE  のナショナル・カリキュラムへの 導入につい 

て検討する政府の 諮問委員会 (National  Advisory  Group  on  PerSonal,  S0cial  and  Health 

Education) が組織され " 、 1999 午には報告書がまとめられた (D 田 E 1999)0 

この報告書では、 PSHE の重要性に関わって 、 次のように述べられている。 まず、 人生へのチャ 

レンジとなる 機会に若い人々を 出会わせることが、 社会が担 う べき責任とみなしている。 その上で、 

自分自身を理解し、 自分の価値を 知り、 将来や人生の 可能性について 楽観的であ ること、 自分の人 

生 に責任を持ち、 コントロールできるように、 肯定的な自尊感情と 自己信頼を発達させること、 そ 

して、 地域社会の中で、 行動する役割を 担えるようになることが 目指されている (ibid.,p.l) 。 PSHE 

は 、 このような教育課題を 担 う 領域として、 位置づけられた。 

(3) 1999 年ナショナル・カリキュラム 改定とその後の 関連施策 

1999 年 9 月には、 ナショナル・カリキュラムが 改定され、 PSHE は、 「非法制化された 枠組み」とし 

て 明記されることになった。 

10 月には、 PSHE の中で健康教育の 部分に関わる 国家基準であ る National Healthy School 
Standard に基づく教育支援活動が 開始された。 

2000 年になり、   資格カリキュラム 当局 (Quali 且 cationandCurriculum  Autho Ⅱ ty:QCA) によって 、 

PSHE 指導書 (QCA 2000a, 2000b) が発行されるとともに、 9 月には、 改定されたナショナル・カリ 

キュラムに基づく 教育が始まった。 以上のような 経緯を経て、 PSHE の教育が実施されるに 至った 

のであ った。 
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本節では、 ナショナル・カリキュラムに 記載されている PSHE の概要について 取り上げ、 考察する。 

 
 

分析資料どして 用いたのは、 以下のものであ る。 

QCA  (1999)  ℡ e  M 按ぬ Ⅲ 捷 CuUr 血 cu/urn  ぬ r  肋笘ゾゑコ 田刀㎝ ， s ケ tutor ノ血 ・ ameWo0 どぬ S  め ir  pe が㏄刀刃， 

soCi 』Ⅰ ゑコイカ e 按 Ⅰょ力 e イ uc オぬ わりゑ 刀ガ e Ⅰ   た ちり 旧 S 力 Ⅰク日サ女 e グ s 七 % 牽 vs Ⅰ あ ク， ， Pe 「 s0 刀刃 /, soci   按 Ⅰ 捜リ ガ カ e ゑ Ⅰ ょ ； 

e イ Ⅱ㏄白わ刀ゑサ 七色 グ S ょ 刀身 り 'Stf あ 4 

  

 
 

  

  

  

(l) PSHE の目的 

まず、 PSHE について、 ナショナル・カリキュラムではその 教育目的をどのように 位置づけている 

のか見てみたい。 市民教育は、 中等教育段階 ( キーステージ 3 と 4) においては必修となり、 別途独立 

したナショナル・カリキュラムが 制定されているのに 対し、 初等教育段階 ( キーステージ 1 と 2) におい 

ては市民教育も PSHE に含めることとされている。 そのため、 PSHE についてのナショナル・カリキ 

ュラムの記載には、 上記のように「キーステージ 1 と 2 における PSHE と市民教育」および「キーステー 

ジ 3 と 4 における PSHE 」の非法制上の 枠組みとして、 位置づけられている。 

 
 

ナショナル・カリキュラムにおいて、 PSHE と市民教育は「生徒たちが 自信に満ちた 健康的で自立 

した生活をするため、 そして情報を 持ち、 活動的で責任あ る市民となるために 必要な知識や 技術と 

理解を促すもの」とみなされている。 そして、 生徒たちは精神的・ 道徳的・社会的・ 文化的な多くの 間 

題 に取り組むことによって 、 自らの経験を 反映し、 自分たちが人格的・ 社会的にどのように 発達して 

 
 

  
  

  

いるのかということについて 理解することになる。 生徒たちが「自分自身の 価値」や「他者とともに 

活動すること」を 学ぶことによって、 生徒の人格的・ 社会的な発達が 促されることが 期待されている。 

また、 「地域社会の 一員としての 自らの責任や 権 利と義務」について 理解し、 「共通の人間性や 多 

様 性と差異に対する 理解と尊厳」について 学ぶことを通して、 「効果的で満たされた 人間関係を形成 

する」ことが 可能となると 考えられている。 

  

  

  

  

(2) PSHE の内容 

ナショナル・カリキュラムに 記載されている PSHE の内容は、 「知識、 技術と理解」という 柱のも 

とで大きく 5 項目にまとめられている。 これらの項目は、 「 1. 自信と責任感を 発達させ、 能力を最 

大限に発揮すること」「 2. 市民としての 活動的な役割を 果たすための 準備」「 3. 健康的で安全な 生 

活 様式を作り上げること」「 4. 人々の間のよい 関係を発達させ、 差異を尊重すること」「 5. 学習機 

会の範囲」の 5 項目であ る。 これらの項目は、 前述した PASSPORT プロジェクトの 報告書において 

あ げられていた 8 項目と重なるものであ る。 

初等教育段階に 相当するキーステージ 1 と 2 にはこれら 5 項目がすべて 含まれ、 市民教育が必修とな  
 

り 別途ナショナル・カリキュラム 上に記載があ る中等教育段階では、 上記 2 の項目が削除され、 残り 

の 4 項目の内容が 取り上げられている。 

これらの項目のうち、 「 5. 学習機会の範囲 (Breadth ofopportunities) 」は、 学習方法とその 範 

囲について記載されている 部分であ る。 キーステージ 1(5 ～ 7 歳 ) およびキーステージ 3(11 ～ 14 歳 ) に 

おける記述を 表 1 に示した。 初等教育段階双期に 相当するキーステージ 1 と 中等教育段階双期に 相当 

するキーステージ 3 との顕著な相違点は、 キーステージ 1 が自分自身のことに 関連づけて「自分はど     
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するか ( どうしたいか、 どう思 うか ) 」と問い直すスタンスを 取っているのに 対し、 キーステージ 3 で 

は他者との関係をどのように 取り結び、 社会に向けて 関わりを持っていくのか、 といったスタンス 

が 基底に見られる 点があ げられよ う 。 

キーステージ 2 ～ 4 には、 キーステージ 1 には含まれていない「 i) 変化のための 準備をする」と 

い う 項目が加わっている。 ここでい う 変化とは、 キーステージ 2 では間もなく 訪れる「中等学校への 

進学」であ り、 キーステージ 3 では「変化する 家族関係や友情によって 引き起こされることが 予想、 さ 

れる問題」や 義務教育の最終段階であ る「キーステージ 4 における学習の 新しいスタイルのための 準 

備」があ げられ、 キーステージ 4 になると「更なる 教育やトレーニンバに 関する準備」が 取り上げら 

れている。 年齢に伴って 拡大していく 社会生活に備えるために、 子どもたちが 取り組むべき 課題が 

段階を追って 提示されているといえる。 

表 1  ナショナル・カリキュラムにおける PSHE にみる「学習機会の 範囲」に関する 記述 

キーステージ 1 (5 ～ 7 歳 ) キーステージ 3(11 ～ 14 歳 ) 

a) 責任をとる (KSl ◆学級の規則を 作り、 それに従 う ◆仕事を遂行し、 集会を開催したり 学校新 
は 、 責任を分かち 合 ◆ペットの世話をする 聞の発行など、 締め切りに間に 合わせる 
う ことも含む ) 
b) 自分自身のことを◆成績を 認識し、 肯定的に自分 ヘ フィー ド ◆公的な役割を 担 う 

肯定的にとらえる バックする 

。 ) 議論に参加する ◆学校や地域社会、 国家、 ヨーロッパ 、 イ ◆けじめ撲滅についての 学校運営方針の 策 
ギリス連邦、 そして地球規模の 関心事に 定 ・実行 
ついて話す ◆近隣地域における 犯罪防止リサーチプロ 

ジェクトへの 参画 

d) 現実的な選択をす◆学校の 食事と健康に 関連して ◆自分自身のキャリアに 関する将来の 選択 
る ◆どんなテレビを 見たらよいか ほ ついて 

◆どんなゲームで 遊んだらよいか 
◆金銭の使い 方 

e) 人に会って話をす◆宗教指導者、 警察官、 学校看護師などの◆学校看護師や 地域で薬物問題に 関する仕 
る (Ks3 では「一緒に 外部からの訪問者と 事 なしている人々と、 健康と安全に 関す 
仕事をする」となる ) る 問題について 
f) 関係を発達させる ◆他の生徒たちと 設備を分かち 合って使 う ◆グループや 社会的な設定の 下で一緒に活 
(Ksl では「活動や 遊 勒 する 

びを通して」行われ ◆小集団の一員として 小規模な企画の 責任 
る ) を 担 う 

gH 社会的、 道徳的な◆毎日の 生活の中で生じる 事柄について◆消費者としての 選択がどのようにして 他 
ジレンマについて ( 攻撃的な行動、 公正さへの疑問、 正し の人々の経済や 環境に影響を 及ぼすの 
考える いことと間違っていること、 よくあ る政 かほついて 

治的問題、 金銭の使用、 よくあ る環境問 
題などについて ) 

h) 他者の手助けを 永 ◆家族や友人、 教師、 高齢者、 警察官から 

める (KSl)   

情報を見出しアドバ ◆早期の性的行動の 危険性について 
イス を得る ◆薬物の誤使用 
(KS3) ◆安全を保っための 自己防衛について 
け 変化のための 準備 ◆変化する家族関係や 友情によって 引き起 
をする こされることが 予想される問題について 

◆キーステージ 4 における学習の 新しいス 
タイルのための 準備について 

出所 )  QCA(1999) ℡ eM 按め り dCUurnCcu 五 m  あ rEn 丘 n@gAaa 且由 Ⅱ㏄ -s 旗地 め ㍗ 血 amewo0 たな S ゐ TperSSo り ㎡ ， 
so づ石Ⅰ 按リ ガ カ ea ん力 e メリ ca ガ しり 2 万 イ e Ⅰ傲り色心 S 方 nI タ按丘 正巳 ヱ s ょ ヨぢ り s Ⅰ ゐノノ   pe 「 sSo 皿 al,soC4Ja Ⅰり刀イカ e なん カ 
e ビ Ⅱ㏄ ガ ⅠⅡ a 古女 e グ s ょ % 胡 es みあ せ 
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(3) 学校における PSHE( と市民教育 ) の取り組み方について 

ナショナル・カリキュラムにおける 初等教育段階の PSHE と市民教育の 指導書 (QCA 2000a, 

pp.13-15) によると、 初等教育段階の PSHE と市民教育は 必ずしも時間割上に 特設されない 学習で 

あ ることから、 多様な学習の 形が提供され、 さまざまな場面において 関連づけられた 学習を行うこ 

とが想定きれている。 1988 年のナショナル・カリキュラムの 時代から提唱されていた 学校全体の アプ 

ローチ (wholeschoolapproach) がここでも採用され、 独自の PSHE のカリキュラム 枠内で行う場合、 

教科学習として 行う場合と学校行事において 行う場合の 3 つに大別 t れる取り組みが 例示されてい 

る 。 以下に具体的に 示す。 

1) 非連続的なカリキュラムの 時間における 学習 

「私の家族」や「金銭の 使い方」というようなテーマを 分離して取り 上げるよ う に計画されたカリ 

キュラムの時間や、 サークル・タイム 2) 、 あ るいは一緒にゲームをする 時間などを通して 行 う デ イ 

スカッションに 焦点を当てる。 このアプローチは 、 同じ内容の学習を 計画しやすいという 利点が 
  

あ り、 学習の成り行きを   見極めやすい。 

2) 仏教科や他のカリキュラム 領域における 学習 

宗教教育を含む 他教科において PSHE と市民教育を 行う場合の観点、 として、 表 2 に示すような 

教科ごとの例が 示されている。 

表 2  仏教科や他のカリキュラム 領域における PSHE と市民教育の 例 

教 科 卒 内 容 

①英語 (Eng ㎏ h) 人 にものを尋ねたり、 コミュニケーションを 図る技術。 
人格的・社会的な 発達の側面を 描写した物語。 

②数学 (Mathematic ㊥ 金銭管理の能力。 計算と分配。 

③理科 (Science) 薬物。 セックス。 健康。 安全と環境。 

④デザインと 技術 健康と安全。 健康的な食生活。 人々がデザインのアイデアを 生み出すような 
(DesignandTechnology)  ニーズを引き 出し、 現実化すること。 テクノロジ一の 技術を用いること。 

⑤ ICT  (lnformation and  E メールを利用して、 他者とコミュニケートすること。 インターネットから 
Communication 情報を得たり、 その関連性をチェックすること。 
Technology) 

⑥歴史 (H № ぬ 「 y) 資料を利用すること。 歴史的な出来事、 状況や変化の 理由と結果。 社会の中 
の 多様性。 過去の顕著な 人物、 出来事、 考えや人々の 経験。 

の 地理 (Geography) 環境や持続可能な 開発、 土地の利用に 関連する時事問題。 生徒自身が生活し 
ている地域と 開発途上国を 含む世界の異なる 地域についての 研究。 

⑧美術とデザイン 異なる時代や 文化に よ る美術や工芸、 デザインの作品の 中で、 伝えられた ア 
(Art@and@Design) イデアと経験を 反映させること。 

⑨音楽 (Music) 演奏したり、 歌ったりする 能力を養 う こと。 文化的な多様性の 問題、 それら 
の 価値と表現について。 

⑩体育 健康と安全について 教えることと 学ぶこと。 チームや個人による 活動、 試合 
(Physical@Education) や スポーツを通して、 人格的・社会的技能を 発達させること。 

⑪宗教教育 宗教的・道徳的な 信条、 人格的・社会的な 問題を支え、 影響を及ぼす 価値と実 
(ReligiousEducation)  践 、 そして人間関係について。 

出所 ) QCA(2000) 月 @e 円 「，・ S0 月ゑ /,Soc7a Ⅰ ゑ月コ カ 0 ヨん力 e イひ ㏄ 功   0 円 a Ⅲ コ イ かイ e 力 S カ Ⅰ タ a 古女 e グ S 塘多 Ⅰ @S Ⅰ ゑ丘 ガク     

J Ⅰ 7 Ⅰお れ Ⅰ タひ Ⅰ   d 打刀 ce あ @ グ se 力 oolS 石 Ⅰ pp,13.14 
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3)  学校行事における 学習 

宿泊学習、 校外外の訪問や 生徒による共同作業などにおいて、 奉仕することや 新しい経験への 

参加を通して、 新たな資質や 性格を見出すことができる。 PSHE と市民教育、 そしてパストラル・ 

ケア 醸と ガイダンスとの 結びっきは重要であ る。 

5. ケンブリッジ 州 PSHE 指導計画について 

次に、 学校現場で PSHE の教育がどのように 行われているかということに 焦点を当ててみること 

にしたい。 その一例として、 ケンブリッジ 州の初等学校における PSHE 指導計画を取り 上げることにする。 

1999 年に出されたこの 指導計画は、 ケンブリッジ 州の初等学校における PSHE の教育のガイドラ 

インであ り、 各学校が年間指導計画を 立てる際に参考とするものであ る。 PSHE で扱うような 内容 

は 、 従来「隠れたカリキュラム」としての 学習効果が期待され、 明示されたカリキュラムとなって い 

なかったことが 述べられている。 そしてこの指導計画は 、 目に見える形で、 PSHE の学習の進め 方 

を示したものという 位置づけになっている。 

またこの指導計画は、 PSHE の全領域をカバー し 、 基本的な枠組みを 示したものとなっている。 

PSHE の学習要素の 一覧を、 表 3 に示した。 ここでは「感情と 人間関係」「健康的な 生活」「安全を 

維持する」「成長と 変化」「ドラッバ と薬 」の 5 単元に大別され、 それぞれ複数の 小単元から構成されて 

いる。 

表 3  ケンブリッジ 州の初等教育における PSHE 年間指導計画 

私 学期 春 学期 夏 学期 
2. 健 、 な 生活 3. 女 を維持する 

第一 a) 1. 私と私にとって 芯 、 弓と 人間関係 特別な人々 a) 「健康的」であ ることの意味 a) 嬉しい気持ちと 安全 
とは ? b) 危険と規則 

b) 自分のことを 振り返ろ う c) 安全でいられるには   

1. 厄日と人間関係 2.  長と 、 イヒ 3.  ドラッバと、 ， 

第 a) 気持ちを知ってうまく 対処 a) からだに気をつけよう a) からだにどのような 影響が 
二 する b) 赤 ちやんと成長 あ るのか 
学 b) 友 ， 清 b) 薬 
午 。 ) 共通性と差異 c) 気分が悪いとき・よいとき 

d) シチズンシップ 

2. 健康的な生活 3. 安全を維持する   a) 食物と健康的な 食生活 a) 路上、 火事、 水、 家と日光に 
b) エクササイズとレジャー 関する安全 

bH 個人的な安全   

2  .  長と 、 ィヒ 3. ドラッバ と     

a) からだに気をつけよう a) 実体について 知る 
b) からだの変化 b) 実体に対する 態度 
c) 心の動きの変化   

2 、 な 生活 3.  女 を維、 する 
a) 健康的な生活とは 何か ? ") 安全の概念 
b) 健康的な生活に 対する態度 b) 安全であ るための技術   

2.  長と 、 化 3.  ドラッバと、 ， 

a) からだの変化と 再生産 a) 実体について 知る 
b) 心の動きの変化 b) 実体に対する 態度 

c) 状況に応じたドラッバに つ   いての技術 

出 ? ラ斤 )  Cambridgeshire  County  Council(1999)Zhe  ぬ m う ぬ は nPee 助血 @eSccheme  ㎡Ⅰ 佐 ) どをぬ lr 

RSHHE  KyySt ぉ agees  J&2 
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6. 事例に見る教育現場の 状況 

 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

(1) 初等教育における PSHE に関するスクール・ポリシ 一 

次に、 筆者が 2002 年度にインバランドに 滞在した折に 訪問したあ る初等学校 (B 校 ) における 事 

例を紹介する。 まず、 表 4 は PSHE と市民教育に 関するスクール・ポリシ 一の抜粋であ る。 これは、 

PSHE と市民教育についての B 校の教育方針を 示したものであ り、 訪問者も閲覧できるよ う にファイ 

リングされて 保管されている。 

表 4  B 校における PSHE と市民教育のスクール・ポリシー (1999 ～ 2000 年 )  一 抜粋 一  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ホ PSHE と市民教育とは 

性教育、 薬物教育、 機会均等、 多文化教育、 ジェンダー問題、 市民教育といった 内容は、 
精神的、 道徳的、 社会的、 文化的な発達 (spi 「 itual,moral,socialand  culturaldevelopment) 
に関して大きく 寄与するものであ る。 

水 なぜ PSHE を教えるのか 

1996 年教育法の 351 項において、 子どもに対して、 学校は、 学校と社会における 子どもの 

精神的、 道徳的、 文化的、 心理的、 身体的発達を 推進するような、 バランスのとれた 広範に 

わたるカリキュラムを 供給すること、 す な れ ち 子どもたちに 対して大人になったときのため 

の機会と責任と 経験を用意することが 求められている。 

我々は 、 子どもたちが 自律的かつ自立して、 自分自身に対する 価値を見出し 自己信頼感を 

高め、 我々の生きる 社会における 多様性を尊重する 意識を発達させることができるような 価 

値とその重要性を 認識している。 

本質的に上質の 教育は、 人格的、 社会的なよりよい 発達を促すものであ る。 しかし、 特定 

の 問題 は ついては、 焦点を当てて、 「教える」時間を 設定することもまた、 不可欠であ る。 

ホ PSHE と市民教育を 教える目的 

●子どもたちの 信頼、 自立性、 責任感を発達させ、 その能力を最大限に 発揮させる手助けを 

すること。 

●将来の市民として 行動的な役割を 担えるような 準備となる学習を 、 子どもたちに 与えるこ 

と 。 

●子どもたちが 健康的な生活を 営めるよ う 、 また自分自身や 他者についても 安全に配慮して 

いられるようにすること。 

e 子どもたちが 人々の相違を 尊重することを 学び、 効果的で満たされた 人間関係を発達させ 

る よ う に手助けすること。 

  権 威を敬い法を 順守する公正なる 価値観を持って 民主主義社会の 一員として振る 舞 うこ 

と。 

  差別されたり 偏見を持った 判断をすることがないよう、 機会均等についての 問題に対する 

気づきを喚起すること。 

Ⅰすべての子どもたちの 中に、 肯定的な自尊感情が 得られる よう にすること。 

 
 

 
 

 
 

PSHE のスクール・ポリシーは、 ナショナル・カリキュラムにおける PSHE の記述を踏襲しつつ 自 

校の スタンスが述べられた 文章となっている。 「本質的に上質の 教育は、 人格的・社会的なよりよい 

発達を促すものであ る」としながらも、 「特定の問題については、 焦点を当てて 二教える コ 時間を設 

定 することもまた、 不可欠であ る」という指摘は、 価値の教育としての PSHE が学校教育に 位置づけ 

らォ しる根拠とも 受け取れる。 
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(2) 学習環境と授業の 特色 

B 校のキーステージ 1 、 第 2 学年 (6 ～ 7 歳 ) の PSHE の授業風景を 図 1 、 図 2 に示す。 学習はゲーム 

を 取り入れたサークル・タイムで 始まり、 ワークシートを 使用した個別の 作業へと移っていく。 ワー 

クシートは PSHE の教師用テキストをコピーしたものが 使用されていたの。 教室には、 授業中に取り 

組んで作成した 子どもたちの 作品が掲示され、 学習の振り返りが 容易にできるよ う になっている。 

こうした教室をはじめとする 学内の掲示 物 には、 PSHE の学習効果の 浸透を図る教師の 工夫が見ら 

ね 、 教室内や子どもたちが 集まる場所には PSHE のテーマに沿ったポスターが 張り出されていた ( 図 

3, 図 4, 図 5, 図 6, 図 7L 。 

  

図 2  PSHE の授業風景 

一ワークシートへの 記入作業 
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図 3  教室内の掲示 一 「友情」についての 詩 つくる 
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図 4  教室内の掲示 一 今週の出来事 図 
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5
 PSHE 関連のポスタ 一 一友情について 

図 7    PSHm 関連のポスタ 一 

一責任と信頼 
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7. 1999 年ナショナル・カリキュラム 施行後の PSHE の査察結果 

次に、 2000 ～ 2002 年の教育水準局の 査察報告から、 近年の psHE の状況についてみてみよう。 ま 

ず 、 2000 年から 2001 年までの査察結果に 関して、 初等教育および 中等教育における PSHE と シチズ 

ンシップについては 表 5 に述べるような 判定が出されている (O 億 ted 2002a, 2002b) 。 

表 5  PSHE  に対する査察の 主要な結果 (2000 Ⅰ 2001 年 ) 

  初等学校 中等学校 

● PSHE の学習の到達水準には 改善点が認、 め ●キーステージ 3 と 4 の PSHE の学習到達 水 

られる。 キーステージ 1 では半数の授業にお 準は、 昨年よりも改善している。 現在、 3 分 

いて、 キーステージ 2 では 10 のうち 3 つの の 1 の授業で「よい」あ るいは「まあ よい」 

授業で「よい」あ るいは「まあ よい」との 評 との評価が得られている。 しかしながら、 キ 

価を得ている。 一 ステージ 3 の 6 つの授業のうちの 1 つ 、 キ 

● いずれのキーステージにお 、 ) ても、 PSHE 一 ステージ 4 の 8 つの授業のうちの 1 つは満 

の 指導方法は 10 のうち 7 つの授業で「よい」 足 のいかない授業であ る。 

あ るいは「大変よい」 との評価を得ている。 ●知識・理解の 習得は、 ほとんどの生徒にとっ 
キーステージ 2 では 10 のうち 1 つの授業が て 確実になされている 一方で、 自分自身およ 
満足のいかない 授業であ る。 び 他者にとっての 価値や態度・ 行動を省察す 

Ⅰ PSHE の全体的な実施状況は、 5 分の 3 の 学 る 機会は、 あ まり共有されていない。 
校で 「よい」あ るいは「まあ よい」との評価 + 指導方法と学習の 質においては、 ほとんど 変 

を 得ており、 ほぼその他すべてにおいて 適切 化がみられない。 キーステージ 3 では、 指導 
と 見なされる。 カリキュラム 立案にはいくら 方法は 5 つの授業のうちの 1 つが「とてもよ 

かの改善が見られ、 特に 、 性と関係性の 教育 い 」、 半数を超える 授業で「よい」との 評価 
や 薬物教育において、 その傾向が認められ を 得ている。 これはキーステージ 4 よりも わ 

る 。 PSHE の指導計画は、 その他の残りの ずかによい結果であ る。 なお 10 の授業の う 

学校カリキュラムの 大部分とよく               ちの 1 つは 、 満足のいかない 授業であ る。 

ネ - ト されている。 ● キャリア教育の 実施状況は、 わずかながら 改 

  発達の早期の 段階での市民教育の 実施状況 善されている。 5 分の 1 の学校で「大変よい」 
は、 ほとんどの学校において 行われている。 あ るいは「まあ よい」との評価が 得られ、 ほ 

PSHE の実施の中で 市民教育を扱っている ぼ 10 のうち 7 の学校で「よい」あ るいは「 ま 

学校もあ る。 しかし、 宗教教育の中で 扱った あ よい」との評価が 得られている。 
り、 市民教育のための 文脈に沿って ナシゴナ   PSHE のカリキュラム 立案は、 改善されて 
ル ・カリキュラムの 教科で学習を 進めている おり、 5 のうち 3 の学校で「よい」との 評価 

学校もあ る。 であ る。 しかし、 9 つのうち 1 つめ 学校は「 不 

  最も強固に確立された 市民教育の側面は 、 地 十分」の評価であ る。 薬物教育や性と 関係， 性 

域 社会やボランタリ 一な組織との 結びっき の 教育のようなキー・トピックスおいて、 3 

であ る。 非法制化されたガイドラインのいく 分の 1 のみの学校が 指導計画に関して「 よ 

つかの重要な 側面は 、 多くの学校においてい ぃ 」と評価されている。 

まだに取り組まれていない。 Ⅰ多数の外部団体が PSHE の学習指導の 面に 

  指導方法を見直すことによる 生徒の評価を おいて貢献している。 それらの団体の 影響 

通して、 指導計画の結果について 十分な注意 は 、 学校と密接な 関係を結んで 活動が進めら 
を 払っている学校は、 ほとんど見られない。 れたときに最も 効果的であ る。 

●モニタリンバと 評価の手続きは 依然として 

非常に不十分であ る。 

出所 )  O 伍 ce ぬ rStandardsin  Education(0fsted)(2002a) 月 @rrmary  田切 ect 化 e 尹 伴 おク のの 隊御 ， 
月 @e73 ㏄ 按ムぷ 0 ㎡ タ Ⅰ 按刀ガ Hee 按 a¥7t 力石 は Ⅰ C 安打 0 刀身コイ しゲお石 e 皿 g 且 Ⅱ p,London:ofsted 

Of 且 ce № rS も andardsin  Education  (Ofsted)(2002b) ぷ eco 刀 げれくヱ SLl4 メ e ぱ丘 弓ク 0 グ ts2 ひ 00 ノワ n     

  月 e 俺 0 刀刃， Soo ㎡別皿 ゴ Hee 捷訪 五皿田仮 on,London:o 億 ted 
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初等教育・中等教育ともに、 PSHE における児童・ 生徒の到達状況は 向上していることが 指摘され、 

初等教育段階のキーステージ 1 と 2 では 7 割以上の学校でよい 指導を行っていることが 認められた。 し 

かし中等教育段階では、 学習指導状況が 以前よりも改善されたとはいえ、 キーステージ 3 では 6 つの 

授業のうちの 1 つが 、 キーステージ 4 では 8 つの授業のうちの 1 つが 、 満足のいかない 到達度の授業で 

あ ったと報告されている。 

8. まとめにかえて 一 「価値の教育」の 可能性と問題性についての 考察 

これまで、 本稿において PSHE がナショナル・カリキュラムに「非法制上の 枠組み」として 導入され 

るまでの経緯と、 その後の教育現場での 状況について 概観してきた。 1989 年のナショナル・カリキュ 

ラムの導入以来、 教科に比重がかかった 学校現場の状況の 中にあ って 、 子どもたちの 精神的・身体 

的な発達を含めたト 一 タル な人間発達を 学校が支援しようとする 試みは、 徐々にではあ るが確実に、 

カリキュラム 上の位置を占めてきたように 感じられる。 現在の学校教育が 依拠している 1999 年改定 

の ナショナル・カリキュラムにおいては、 PSHE は「非法制化された 枠組み」 、 す な れ ち 「教えなけれ 

ばならない (mustteach 比 けではないが、 教えるべきこと 億 houldteach) 」 引 とみなされ、 学習指導 

に関する法的な 拘束性はないことになっている。 しかしながら、 実際には PSHE もまた教育水準局 

の査察の対象となっており、 教育現場では 州の教育当局によって 年間指導計画が 作成され、 それを 

受けた形で各学校のカリキュラムが 立案されている。 

教育技能笛では 教師支援のためのホームページ 引を立ち上げており、 そこで PSHE に関する実践 

事例や教材についての 情報が得られるよ う になっている。 このような積極的とも 言える政府の PSHE 

に対する取り 組みは、 結果として学校現場の 学習指導の画一化をもたらしてはいないだろうか。 

筆者が 2 ケ 月間のイングランド 滞在期間に訪問した 初等学校 3 校で行われていた PSHE の授業は、 

いずれも似通った 内容という印象は 否めないものであ った。 内容のみならず、 指導方法や使用され 

る ワークシートの 様式等もパターン 化され、 一定のルールの 下で、 一定の「価値」が 子どもたちの 前 

に提示されているように 感じられたのであ る。 

「価値」それ 自体は、 否定されるべきものではない。 私たちが個人として、 また社会生活を 営む市 

民 として、 共通に認識しておかなければならない「価値」や「 善 」というものは、 確かに存在するだろ 

ぅ 。 子どもたちが 大人になっていく 道筋において、 彼ら・彼女らが 自分自身を省察し、 現在を見つめ 

将来を展望する 学びの機会は、 すべての子どもたちに 保障されなけれならないものと 考える。 だが、 

その価値をどのような 形で子どもたちに 提示するのかは、 慎重に問 う 必要があ るのではないだろう 

か 。 

Z  資格カリキュ フム 一 、 当局 ， (QCA) はナン 、 ヨ ナルカリキュ フム 一 について説明する @ 中で、 次のような「 価 

値は ついての見解」を 表明している り 。 すな む ち、 カリキュラムで 取り上げる「価値」の 教育とは「あ 

らゆる社会に 共通して同意されている 価値」に基づいて 決められなければならず、 「同意すべき 価値」 

であ るかどうかという 判断によるものではないということであ る。 その上で、 「価値」を決めること 

ができる権 威を持っているのは、 世論であ るとみなしている。 そして、 学校には教えられるべき 唯 

一の価値があ るともその ょう な価値が必要だとも 述べてはいないと 指摘している。 

学校や教師はこれらの 価値に対する 社会における 一般的な理解の 上に立ち、 学習指導や学校のエ 

ートスを基礎づけていくこととしている。 具体的には表 6 にあ げたよ う に、 自己 (the self) 、 人間関 

係 (relationships) 、 社会 (society) 、 環境 (theenvironment) の 4 つの観点から、 これらの価値に 関連 
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して具体的に 行うべきこと が ""9 、 刀て   

価
 

 
 

る
 

6
 

ひ
表
 

れ
 

大
 C
 

  値 」の一覧表 

Ⅰ 自分の性格、 強さや弱さについての 理解を促す 

Ⅰ 自尊感情を発達させ 自己訓練を促す 

山口 生きる目的と 意味を明らかにし、 このことに基づいてどのように 生きるべきなのか 決定 

する 
Ⅰ 能力、 権 利と機会を有効に 活用する 

己 ● 生涯を通して、 知識、 知恵と理解のために 努力する 

● 自分自身の人生のためにできる 範囲内で責任をとる 

Ⅰ 子どもを含む 他者を尊重する 
Ⅰ 他者との対応に 際して他者を 気遣い、 親切にする 

人 の 他者の価値を 認める 
間 Ⅰ 誠実さと信用、 信頼を得る 

関 Ⅰ 他者と協力して 活動する 

係 Ⅰ 他者のプライバシー と 所有権 を尊重する 

+  論争を平和的に 解決する 

Ⅰ 市民としての 責任を理解し 実行する 

Ⅰ 個人や地域社会に 対し害を与えるかもしれない 価値や行動を 支援することを 拒否する 
● 子どもを育てたり 扶養者の世話をしている 家族を支援する 

+  結婚制度を支持する 
+  安全で幸福な 子ども時代にとって 必要とされる 愛と 触れ合いは、 異なる形態の 家族にお 

社 いてもまた見出されるということを 認識する 

Ⅰ 法律と法的な 手続きについて 知り、 人々を手助けする 
Ⅰ 法のルールを 尊重し、 他者もまたそ う するように支援する 

会 Ⅰ 宗教的文化的な 多様性を尊重する 
Ⅰ すべての者に 対する機会が 開かれる よう に推進する 

● 生き方の尊厳を 維持するために、 自分自身では 実行できない 者たちを支援する 
● 地域社会のすべての 部門によって、 民主的なプロセスにおける 参加を推進する 
Ⅰ 経済的文化的資源から 利益を得ると 同時に、 それらに対して 貢献する 
Ⅰ 公的・私的な 生活において、 真実、 公正、 誠実、 親切さを重視する 

Ⅰ 未来の世代のために 持続可能な環境を 維持する責任を 受け入れる 

環 e, 他の生物に対する 自然界の中の 人間の居場所を 人問 わ 責任を理解する 理解する 

Ⅰ 開発が正当化されることを 確認する 

● 可能な限り自然界におけるバランスと 多様性を保護する 
境 Ⅰ 未来の世代のために 美しく興味深い 地域を保護する 

Ⅰ 人間による開発やその 他のことからダメージを 受けた居住環境を 可能な限り修復する 

db Ⅰ iff)@ http://www ， nc ， uk ・ net/statement_of_values ， html 

これらの「価値」には、 ひとまずは人間として 求められる普遍性のあ るモラルが示されていると ぃ 

えるのだが、 これらの「価値」が、 なぜ今、 改めて必要とされ、 教育への期待が 高まっているのか、 

ということは 問い直されなければならないだろう。 そしてまた、 唯一「価値」の 決定権 を持つとされ 

る 「世論」自体が、 操作されつくられるものであ るという認識を 新たにし、 求められている「価値」自 

体に対して検討を 加える必要があ るだろう。 

柴沼と新井 (200l, p.182U によると、 青少年の薬物問題や 犯罪の増加などとともに「伝統的な 核家 
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族の崩壊」や「基本的なモラルの 喪失」が大きな 社会問題なって 世論が沸騰していた 中で、 ナショナ 

ル ・カリキュラム 評議会 (NCC) は 1993 年にディスカッション・ ぺ一 パー 『精神的・道徳的発達 コむ発 

付 し、 学校に配布したという。 柴沼と新井は、 この文書がその 後の精神的・ 道徳的教育の 取り組みへ 

のステップとなったと 評価している。 

1996 年には学校カリキュラム 評価当局 (SchoolCurriculumandAssessmentAuthority:SCAA) 

の所長に就任したロン・ デ アリング卿によって、 社会各界からの 代表による「成人人生のための 教 

育 」会議が開催された (ibid.,p.185L 。 このとき行われたニック・テイト 博士のスピーチは、 価値の多 

元化する社会に 対する危機感が 露骨に表明されたものとなっている。 スピーチにおいてテ ィト は 、 

「生き残った 道徳的言語を 衰えさせた最大のものは、 すべてを誤らせる 相対主義の蔓 延」と断言し、 

「 文ィヒ 間に価値の違いがあ るという認識は、 価値の概俳そのものを 弱めること」になると 言い切っ 

ている (ibid., pp.242-243) 。 このような教育界における 流れの延長線上に、 イギリスにおける 

PSE(PSHE) 振興に向けた 取り組みがあ るといえるだ る       

テ ィト のスピーチの 中でも PSE は、 「道徳的相対主義」に 対抗するための 教育的手段としてとらえ 

られ、 その見直しが 示唆されているのであ る。 そして繰り返し 指摘されるひとつの 価値に、 「伝統的 

な ふた 親 家族を中心とする 構造を維持する」ことがあ げられている 点 (ibid., p.248) は、 注目に値し 

よ う 。 

翻って日本の 状況を見ると、 1990 年代のイギリスの PSE(PSHE) をめぐる状況と 酷似した教育界 

の 動きがあ ることに気づかされる。 2002 年より全国の 小・中学校に 配布されている 文部科学 省 による 

『心のノートコおよび「心の 教育」への志向には、 PSHE との類似点も 感じられる。 両者の比較に 関 

する詳細な考察は 別の機会に譲ることとしたい。 しかし本稿において PSHE の歴史・社会的背景と 現 

状をたどることを 通して、 公教育として 子どもたちに 伝えるべき「価値」とはどのようなことはの 

かを、 現在の日本の 文脈に当てはめて 再考しなければならないという 課題が浮かび 上がってきた。 

「共通の価値」を 志向するメンタリティと 価値相対主義との 間で、 今何を子どもたちに 伝えていくこ 

とが必要なのか、 生活者育成の 教育という家庭科教育の 観点から、 更なる考察を 加えることを 今後 

0 課題としたひ。 

主
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1) 諮問委員会の 議長はエステル・モリス とテノサ ・ジョエルであ り、 副議長を務めたが PASSPORT プロジェ 

クトを推進した CalousteGulhekian 財団のコーデイネータ 一のジェーン・ジェンクスであ った。 

2) 学級の中で話し 合いの際に輪になって 座り、 他者の意見を 聞きあ い、 発言をする時間と 場のこと言 う 。 PSHE 

の活動として 初等学校で多く 取り入れられている。 伝統的なサークル・タイムの 3 要素として、 「自分自身を 

理解し価値づけること」「他者を 理解し価値づけること」「他者と 肯定的な人間関係を 形成すること」があ げ 

られ、 子どもの自尊感情をはぐくむ 目的を持って 行われている。 柴沼・新井編 (2001) の 172 ～ 174 頁には、 サ 

一 クル・タイムの 活動事例が紹介されている。 

3) 子どもが成長過程において 横道にそれたり 迷い込むことがないように、 牧童が羊を追うかのごとく 世話し 援 

功 をするイギリスにおける 教育活動のことであ る ( 藤田 1997, p.156L 。 パストラル・ケアの 実際の内容と 対 

象は、 安全と秩序を 撹乱するような 子どもの行動を 抑制する「懲戒的次元」、 問題行動のあ る子どもに対する 

矯正活動と被害を 受けた子どもに 対するケアを 行 う 「治療的次元」、 すべての子どもに 対し問題行動が 生じる 
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前に教育的な 働きかけを行 う 「教育的次元」、 子どもの生活環境の 適切化を図る「環境的次元」の 4 つぼ大別さ 

れる (;bid.,  p.164) 。 

4) B 校の第 2 学年の PSHE の授業で使用されていた 教師用テキストは 以下のものであ る。 著者 Ingnid Oliver は 

初等学校の教師とのことであ る。 

Ingrid@oliver@(2000)@ Ready@to@Go!@ Ideas@for@PSHE@KSl ， Scholastic@Ltd   

5) ケンブリッジ 大学教育学部上級講師コリーン・マクラーフリン 氏へのヒアリンバによる。 

6)  ホームページのアドレスは http://www. ㎏ achernet.gov.uk/pshe7 であ る。 

7)  http      //www.nc.uk.net/statemen ヒ 0 仁 va 旧 es.htmI による。 
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